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リポート 足利義満と楠正行 

四條畷楠正行の会 川口敦子  

 このリポートは、4 月例会で『足利義満と楠正行』と題

して川口敦子が行った発表をまとめたものである。なお、

添付資料は一部抜粋して掲載。 

（はじめに） 

 足利義満（1358～1408）は、楠

正行（1325～1348）と生きた時代

は重ならないが、「正四位下検非

違使兼河内の守楠公碑」の一節に 

「史策に記する所 炳然猶新たな

るがごとし」（歴史上の記録によ

れば、明らかに新しい時代の先駆

けとなった）とあるように、正行

が明らかに新しい時代の先駆けと

なったのであれば、足利義満の時

代を検証することは正行の夢を考

えることに繋がるのではないかと

思う。 

また、義満の父・足利義詮は正行公の徳を慕って、亡く

なったら正行公の横に葬ってくれという遺言を残していた

くらいだから、子の義満に生前中に正行についての話を折

に触れ語り、そのことにより義満が知らず知らずに影響を

受けていたであろうことは充分推察できる。 

以上、同時代を生きた二人ではないが、義満が正行の影

響を受けた人物の一人として、その業績を検証してみたい。 

足利義満は延文3年（正平13年1358）8月22日、二代

将軍足利義詮の子として生まれた。足利尊氏が病死したの

はその四ヵ月前、南北朝動乱が勃発して20年が経過、観応

の擾乱につけ込んで勢力を盛り返した南朝が一時的に京都

を回復するなど、幕府は不安定な状況であった。 

義満が 10歳となった貞治 6年（正平 22年 1367）、父の

義詮が病死し、11歳で三代将軍の座に就く。その後、武家

政権の長である義満は、公家社会においても急速に出世を

遂げる。 

● 正義を体現する使命感 ● 

古来以来、すべての価値観は天皇というものの「絶対性」

に帰着していたが、その絶対的な権威である天皇家が分裂し、

正統性が疑われる事態に陥ったとき、当時の支配層は一体自

分たちは何を信奉すればいいのか

という不安に駆られた。 

すなわち、南北朝の動乱によって

天皇の権威が低下したことで、それ

を拠り所あるいは自らの権威の後

ろ盾としてきた公家の立場は相対

的に下がり、公家の命令によって動

いていた武士の間でも税を納める

ことを拒んだり、公家の所領だった

土地を収奪したりする武士もでて

きた。 

そんな困窮した公家たちが頼っ

た人物こそ足利義満だった。義満は

武力を背景に、困窮した公家の土地、

財産を保護し、求めに応じて朝廷に

大量の推薦状を出して昇進に協力したりもした。 

では何故、本来武士のトップである義満が公家を厚く遇す

る必要があったのだろうか。 

それは義満が武士の利益だけを追求するのではなく、法や

慣習を守り、治安を維持し当時の国家秩序を守るという意識

があったからだと考えられる。法を守り、武士が税をきちん

と公家に納めることによって国家の仕組みは保たれるのだと

いうことを武士に教える必要性を感じていた。公家たちの政

治思想や文化を学ぶことによって武士が為政者として相応し

い教養を身につけることが出来る。義満は一見公家の後ろ盾

になっているように見えながら、実は、武士の文化的な成熟

や進歩を促そうとしていた。 

その結果、「公家（貴族）が上、武士が下」という伝統的

な関係が相対化され、対等に張り合えるような存在に成長

していった。 

● 「祭祀権」と「課税権」を手に入れる ● 

困窮した公家たちを傘下におさめることに成功した義満

は、次の段階として、いよいよその上に君臨する天皇の権
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力に着目する。古来、天皇は宮中祭祀を行うことが祭祀王

としての権威の根源だった。祭祀を執行することは天皇に

のみ許された行為であり、臣下がこれを代行するというこ

とは天皇の権威を冒すことだと考えられていた。 

この権威に着目したのが義満だった。永和4年（1378）、

前年に焼失した崇光上皇の御所跡と今出川家の邸宅跡を合

わせた広大な敷地に、莫大な費用をかけて新たな屋敷を造

営し移り住む。これが室町殿、すなわち「花の御所」であ

り、ここに国家的祭祀を行う舞台をつくって、最高位の僧

侶や神官を招き、天皇固有の権利である祭祀権を奪い、さ

らに巨大寺院の人事にまで介入し、さまざまな行事、祭事

の執行者にもなっていく。また、京都の商人から集めた天

皇の収入源にも着目し、京都を守っている幕府に税を払う

ようにし、課税権も手にすることとなる。 

● 南北朝合一 ● 

公武の両権力を手中に収め、さらには天皇の祭祀権、課

税権をも自らのものとした義満は、今度は二つに分裂した

ままの天皇家の統一に乗り出す。南朝を支えていたのは味

方をする武士たちの力だったが、義満政権が武力を背景と

して朝廷の権威そのものを包括する存在へと成長を遂げ、

経済的にも国家財政の根幹を握るという事態に至り、もは

や南朝の権威を頼りにする意味がなくなる。南朝の衰微は

明らかとなり、南北朝合一への機運は高まっていく。 

明徳3年（1392）、義満は南朝に使者を送り、講和を結ぶ

ことに合意させる。武家である義満の手によって、五十六

年に及ぶ天皇家の対立、分裂に終止符が打たれ、南北朝合

一が実現する。 

和睦の条件は果たされることなく、南朝は事実上、北朝

に吸収される形であった。 

● 日明貿易の推進 ● 

幕府の経済的基盤は土倉役の徴収であった。幕府は土倉

役を集めて財政をまかない高利貸業者はこれを媒介として

結託する。この結合が日明貿易に向かっていく。 

1368年、中国では明の太祖が国内統一を完成し、わが国

の朝貢を促して三たび使節を送ってきたが、京都には達し

なかった。しかし、両朝が合一して後、1401年，国書をつ

かわして修交を求めた。 

 義満は中国の明との外交を正式に開始するにあたり、

「日本国王」と名乗っている。このことから天皇のもって

いた「外交権」も手に入れたといえる。 

（まとめ） 

以上、足利義満の業績をみてきたが、義満と正行の直接

的な接点は見つけることが出来なかった。しかし、義満の

治世は、正行が生きた南北朝の動乱の時代からすれば、平

和主義者・正行の望んだであろう一応の安定が見えてきた

ともいえるのだろうか。 

正行の弟の正儀が、南朝側におけるただ一人の和平論者

として義満の父義詮と南北朝の和睦交渉の中心になったり、

義満のときには日本の将来を考えた上で「変節」を犯した

ことも、勝ち目のない戦争は一刻も早く終わらせた方がよ

いという正行の平和主義に繋がっている。 

足利義満、楠正行との共通点を敢てあげるなら、「情報の

収集、分析の重要性を熟知していること」、「現実的である

こと」、「合理性を追求していること」だといえるのではな

いだろうか。 

〔参考図書〕 

南北朝（林屋辰三郎）、南朝の真実（亀田俊和）、室町幕府論（早島大

祐）、さかのぼり日本史（本郷和人）、太平記の時代（新田一郎）、も

う一度読む山川日本史、山川詳説、日本史図録 

（校正・編集『四條畷楠正行の会』代表 扇谷昭） 


